
社会教育課内の事務分掌を再編し、「公民館事業係」を「中央公民館係」に改称

公共交通業務を都市計画課へ、防犯業務を総務課から生活環境課へ移管

広報広聴係と秘書係を集約し、「広報秘書課」を新設。「地域振興係」を「協働推進係」に改称

　農地を転用する場合は、農地転用許可申請を提出し、農業委
員会の許可を受ける必要があります。
　例えば、住宅や工場を建てる場合、駐車場にする場合、資材
置場にする場合などがあります。
　また、すべての農地が転用できるわけではなく転用できない
農地もありますので、詳しくはお問い合わせください。

■農地を農地以外にする場合は許可が必要です
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●令和３年度農業委員会総会日程

開催日 申請締切日

４月 27 日㈫ ４月 ９日㈮
５月 28 日㈮ ５月 10 日㈪
６月 30 日㈬ ６月 10 日㈭
７月 30 日㈮ ７月 ９日㈮
８月 27 日㈮ ８月 10 日㈫
９月 30 日㈭ ９月 10 日㈮
10 月 29 日㈮ 10 月８日㈮
11 月 26 日㈮ 11 月 10 日㈬
12 月 24 日㈮ 12 月 10 日㈮

令和４年
１月 28 日㈮ １月７日㈮

２月 28 日㈪ ２月 10 日㈭
３月 29 日㈫ ３月 10 日㈭

■農地を相続した場合は
　届け出を
　農地を相続した場合は、農地
を所管する農業委員会へ届け出
をしなければいけません。
　届け出の際には、相続した農
地がわかる資料をお持ちくださ
い。

燕市国民健康保険からのお知らせ
■国民健康保険の加入・脱退の届け出について
　就職、退職や住所変更などで保険証が変更になるときは、事由が生じた日から 14 日以内に手続きをして
ください。国民健康保険の加入・脱退手続きは、会社は代行しませんので各自で手続きが必要です。

こんなとき 届け出に必要なもの

国 保 に
加　入
するとき

職場の健康保険を脱退したとき（職場を退職した場
合や、家族の被扶養者でなくなった場合など）

・健康保険資格喪失連絡票などの脱退
　した日が確認できる書類

市外から転入してきたとき ・転出証明書

国 保 を
脱　退
するとき

社会保険など他の健康保険に加入したとき（就職し
た場合や、家族の被扶養者になった場合など）

・国保の被保険者証
・新しく加入した保険証（全員分）、また
　は健康保険資格取得連絡票

市外へ転出するとき ・国保の被保険者証

その他
修学のため市外へ転出するとき

・国保の被保険者証
・在学証明書や学生証の写し（有効期限
　のわかるもの）など

住所、世帯主、氏名などが変わったとき ・国保の被保険者証
上記の「届け出に必要なもの」のほか、次のものをお持ちください
○運転免許証など届け出人の本人確認ができるもの
○委任状（同一世帯以外の人が手続きを代行する場合に必要です）
○マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード（世帯主と異動する人の分が必要です）

※新しい保険証が届く前に医療機関を受診する場合、保険証が変わることを医療機関の窓口に申し出てくだ
さい。これまでの保険証で受診すると、市が負担した医療費を後日返納してもらうことがあります。
※国保への加入手続きが遅れた場合でも、資格を有した日にさかのぼって国民健康保険税が課税されます。

■介護保険適用除外の届け出について
　燕市国民健康保険に加入している 40 歳～ 64 歳までの人で、介護保険の適用除外施設に入所している人
は、届け出をして介護保険適用除外の該当になった場合、国民健康保険税の一部を納付する必要がなくなり
ます。詳しくは下記問い合わせ先へご相談ください（適用除外施設を退所した場合は、介護保険適用除外非
該当の届け出が必要です）。

■手続き・問合せ　保険年金課 国保係（市役所１階９～ 11 番窓口）☎ 0256・77・8132

総務部

総務課

総務係
人事係
秘書係
情報統計チーム

市役所の組織が変わります

企画財政部

地域振興課
地域振興係
交流推進係
広報広聴係

総務部

総務課
総務係
人事係
情報統計チーム

広報秘書課
（新設）

広報広聴係
秘書係

企画財政部

地域振興課 協働推進係
交流推進係

　「広報秘書課」を新設し、広報紙のほか
SNS やメディアを活用した情報発信を強
化するとともに、市長に直属する秘書と広
報広聴活動の連携を図ります。
　また、地域振興課内の事務分掌を見直す
とともに、事務内容が分かりやすいように
係名を改称します。

市民生活部

生活環境課
環境政策係

衛生センター
交通政策係

市民生活部

生活環境課
環境政策係

衛生センター
交通安全・防犯係

　地区公民館や分館との連絡調整などの業
務を本庁の生涯学習推進係に集約し、出先
の「公民館事業係」を中央公民館業務に特
化させます。併せて「中央公民館係」に改
称します。

都市整備部

都市計画課 都市計画係
都市施設係

空き家等
対策推進室

空き家等対策
推進係

都市整備部

都市計画課 都市計画係
都市施設係

空き家等
対策推進室

空き家等対策
推進係

教育委員会

社会教育課
生涯学習推進係
公民館事業係
文化振興係

スポーツ
推進室 スポーツ推進係

教育委員会

社会教育課
生涯学習推進係
中央公民館係
文化振興係

スポーツ
推進室 スポーツ推進係

　公共交通業務を都市計画課へ移管し、道
路交通網と公共交通網の総合的・一元的な
整備による都市機能の構築を図ります。
　防犯活動業務を総務課から生活環境課に
移管することで、交通安全活動と合わせて
警察との窓口の一元化を図ります。併せて

「交通政策係」から「交通安全・防犯係」
に改称します。

　問 総務課 総務係☎ 0256・77・8312

問 農業委員会事務局
　☎ 0256・77・8251
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市役所受付時間は開庁日の午前８時 30 分～午後５時 15 分、夜間など緊急のご連絡は市役所代表☎ 0256・92・1111 へ　 時 とき　場 ところ　対 対象　定 定員　内 内容　円 料金　Y 持ち物　Z その他　X 申込　問 問合せ
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